
被災者に対する生活支援情報をまとめた
ガイドブックについて

令和7年2月21日

東北管区行政評価局



■行政相談とは
国の仕事や手続、サービスに関するお困りごとの解決に向けて対応しています

■ご相談はこちらから（相談無料・秘密厳守）
ご相談は、国民の皆様に身近な「きくみみ」、行政相談委員にお寄せください

公共インフラ

改善前

流木がたまってこのままだと危ない！

改善後

いろいろな手続
加入電話契約の契約者本人が死亡し
た場合の解約手続をホームページで
も受け付けてほしいなぁ

ホームページでも
解約申込が可能に

OR

どこに相談したらいいの
かわからない、相談窓口
で解決しない

・申請先の窓口がわからない
・相談窓口に行ったけど納得できない

など
（国の仕事に対するご意見も承っています）

来訪

お近くの
きくみみを来訪

電話

行政苦情110番
0570-090110

（総務省行政相談センター）

WEB

メール・
オンライン
による相談

行政相談委員
（全国に約5,000人配置）

• 総務大臣から委嘱された民間有識者
• 全国の市区町村に1人以上が配置
• 役場、公民館などで定期的に相談所
を開設

管区行政評価局・行政評価事務
所・行政監視行政相談センターの
行政相談窓口（全国50か所）

来訪

お近くの
行政相談委員を来訪

WEB

行政相談委員
オフィシャル
ウェブサイト

困ったら 一人で悩まず 行政相談 1



Govbotについて（ぜひご利用ください！） ２

子育てやマイナンバーなどの
さまざまな制度、給付金などに

関するよくある質問に
お答えします！

アクセスは
こちら→

Govbotマスコット
「がぼたん」



生活支援情報をまとめた

ガイドブックを避難所等に配布

「災害専用フリーダイヤル」
設置（1/12～）

特別行政相談所の開設
（１月から石川県内114か所で開設）

輪島市特別行政相談所（R6.4.13）
→建築士や行政書士等複数機関がブースで対応

行政相談における能登半島地震対応（現在も実施中）

約２万配布、約８万件のダウンロードあり。現在、第２４版

現場で把握したニーズや、フリーダイヤル等に寄せられた
ご相談は、内容に応じて、適宜、関係機関に照会・相談して対応

相談受付件数は
約5,400件（石川県内）

珠洲市

能登町輪島市

穴水町

志賀町

中能登町

羽咋市

宝達
志水町

津幡町

金沢市

能美市

白山市
小松市

加賀市

七尾市

かほく市

内灘町

野々市市

川北町

令和６年３月以降
奥能登地域へ展開
（56か所）

３



ライフラインが途絶しているため、みなし仮設住宅の入居要件に
該当するはずだが、それが明確でないため、なかなか仮設住宅
の案内ができない。

関係機関と連携した課題解決事例

罹災証明（２次避難をされている方からのご相談）

輪島市から金沢市などに避難しているが、罹災証明書の申請の
際には輪島市の窓口に行かなければいけないのか教えてほしい。

内閣府通知を基に、「避難先の自治体が、被災者に代わって被災者
の住家が所在する自治体に罹災証明書の申請書を転送」できる旨
を案内

珠洲市に申請した罹災証明書を珠洲市に行かなくても交付して
もらえる方法はないか。

珠洲市に照会。「市に来られない場合には、市が申請書に書かれた
連絡先に電話するなどして必要な対応を行った上で、郵送すること
は可能」との回答

輪島市の仮設住宅の申込みをしたいが、母が新型コロナウイルスに
感染し、一次的に外出制限をしていたため、輪島市への仮設住宅の
申込期限を過ぎてしまった。
輪島市に仮設住宅の申込みはできないか。

仮設住宅（1.5次避難所にある相談所に寄せられたご相談）

みなし仮設住宅（自治体からのご相談）

マイナンバーカード（２次避難をされている方からのご相談）

その場で輪島市の担当者と携帯電話で連絡を取りつつ、
相談者に対し対面で、仮設住宅の電子申請の申込みをサポート

内閣府から、被災自治体に対して、「ライフラインが途絶している場合
にもみなし仮設住宅の入居が可能」である旨を通知。
みなし仮設住宅の申請が進む

避難先の市区町村で、マイナポータルで罹災証明を申請しようと
したところ、暗証番号を３回間違えてロックされてしまった。
避難先の市区町村でマイナンバーカードの暗証番号の再設定を
したいが、住所地市区町村（奥能登地域）の窓口でなければでき
ないとされている。
避難先の市区町村でも再設定できるようにしてほしい。

1/22から特例的に、石川県内の一部の市町の住民の方については、
避難先の市区町村の窓口でマイナンバーカードの電子証明書の
暗証番号の再設定をできるよう、1/19に総務省から全国の自治体
に通知

４



◆ 発災後によく寄せられる困りごとについて、大まかな支援内容と問合せ先を一冊にまとめたもの

◆ 国、自治体、関係団体「５７機関」が実施している支援内容と問合せ先を掲載

◆ 更新頻度は、発災直後の１月は「２～３日に１回」、２月は「週に１回」、３～６月は「月２回」、７月以降「月１回」

５ガイドブックに掲載されている内容

↑

最新の
ガイドブック
はこちら



ガイドブックの取組（経緯、取組内容、課題と今後の対応）

総務省の行政相談は、各府省の所掌にとらわれず国民からの困りごとを聞き、解決を図るもの。

→こうした府省横断的な取組の一つがガイドブック。平成28年熊本地震以降、大規模災害が発生した際に実施

昨年1/10から被災市町や避難所、郵便局や社会福祉協議会などに「ガイドブック」をお届け。

お届けした際に、被災者、職員の声・悩みを聴き、内容に応じて関係機関に繋ぎ、解決につなげる活動を実施。

【今後の対応】

○ 発災後、速やかに被災者に情報提供ができるよう、平時から自治体等と情報連携

発災後によく寄せられる困りごと（罹災証明、住宅修理等）を整理し、ガイドブックの掲載内容を「標準化」

○ 自治体等にガイドブックを「被災者への情報発信のツール」の一つとして活用してもらうことを「仕組み化」

今般の地震対応の際、情報発信ツールとして活用していただいた自治体等もあり→自治体等の負担軽減

取組の経緯

具体的な取組内容

課題と今後の対応

６

【課題】

ガイドブックの掲載内容については、発災してから検討し、自治体等に確認いただいている。

→発災直後は自治体等は被災者支援で手一杯であり、負担にならないよう最大限配慮する必要

※管区行政評価局等（現場で行政相談を担う当省地方機関）を災害対策基本法第２条第４号に基づく
  「指定地方行政機関」に指定することについて、現在、内閣府と調整中

約190か所を訪問
２万部を配布



参考資料

令和6年7月25日からの大雨被害を踏まえ、
山形行政相談センターが作成したガイドブック
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